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神戸市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について 

 

１．趣旨 

   新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮する世帯に対しては、これまで緊急

小口資金等の特例貸付などによる支援を行ってきたが、新型コロナウイルス感染症による

影響が長期化する中で、既に総合支援資金の再貸付が終了するなどにより、特例貸付を利

用できない世帯がある。こうした世帯に対して就労による自立を図るため、またそれが困

難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるため、新型コロナウイルス感染症生活困窮

者自立支援金支給事業を実施することとなった。 

 

２．概要 

   総合支援資金の再貸付を終了した世帯等のうち、収入要件・資産要件・求職活動要件を

満たす主たる生計維持者に対し、申請に基づいて生活困窮者自立支援金を支給する。 

（１）事務の流れ（事務の流れ図参照） 

  ①兵庫県社会福祉協議会より、神戸市分の総合支援資金の再貸付者及び不承認決定者に関

する情報を受領する。 

  ②住民基本台帳情報と突合し、本市の住民基本台帳に記録されている者か確認するととも

に、住民基本台帳上の世帯人数を把握する。 

  ③上記②の住基個人番号を用いて、生活保護受給等情報を確認し（生活保護受給者は自立

支援金の支給対象外）、勧奨通知対象者リスト、再貸付等要件充足者リストを作成する。 

  ④上記①～③を整理したリストを受託事業者に提供し、勧奨通知の宛名ラベル印刷を行い、

発送するとともに、受託事業者が新たに構築した進捗管理システムに取り込む。 

  ⑤電子または紙での申請を受付け、受託事業者において一次審査を行う。審査は、記載内

容及び添付資料の確認、進捗管理システム上情報との照らし合わせによって行う。一次

審査で支給要件を充足していると判断したものについては、並行して、振込データの作

成を行う。 

  ⑥上記⑤は市に納品され、市職員が二次審査及び支給・不支給決定を行う。 

  ⑦上記⑥を受け、支給決定者には振込処理を行うとともに、受託事業者から、支給・不支給

決定通知を発送する。 

（２）支給要件等 

①支給対象者については、【参考】を参照。 

 

３．効果 

   住民基本台帳情報や生活保護受給者情報を利用することにより、対象者の抽出や勧奨を

正確かつ迅速に処理することに寄与し、対象者へ迅速な支援金の支給が可能となる。 

 

４．実施時期 

令和２年６月 28 日 兵庫県社会福祉協議会より、総合支援資金の再貸付に関する情報を

受領 

令和２年７月 １日  電子申請及び紙申請の受付開始（神戸市ＨＰ上で案内） 
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令和２年７月 上旬  受託事業者へ対象者等のリスト提供 

       中旬  勧奨通知発送 

       下旬  審査、支給業務が本格化 

 

５．想定件数 

勧奨通知対象者 約 8,000 件  

※ただし、別途、収入・資産・求職活動要件があるため、支給対象者数は見込み難い。 

 

６．個人情報の保護 

 「神戸市個人情報保護条例」、「電子計算機処理に係るデータ保護管理規程」、「神戸市情報

セキュリティポリシー」に基づき、以下のとおり厳格に対処する。 

（１）システム上の保護 

   ア ＰＣ統合管理システムの端末機を利用し、職員証及びパスワードによる個人認証を

行うとともに、捜査状況を記録する。 

   イ コンピューターウイルス対策ソフトウェアが導入されたＰＣ統合管理システムの端

末機を利用することにより、常に最新のウイルス定義に更新し、コンピューターウ

イルス等に感染することを防止する。 

（２）運用上の保護 

   ア 電子データを記録した電子記録媒体（ＵＳＢ等）には暗証番号を設定した上で、提

供及び受領に当たっては、受払簿等により経緯を記録し、確認できるようにする。  

イ 全庁ファイルサーバにパスワードを設定して保存・管理し、閲覧できる職員を限定す

る。また、電子記録媒体からは直ちにデータを消去する。 

ウ 帳票を紙で保存する場合は、施錠可能なキャビネット等に保管し、保存年限を経過し

た帳票は、シュレッダーや焼却処分など確実かつ速やかに廃棄する。 

オ 個人情報の適正な取扱を確保するために、関係職員に対して必要な研修及び指導を

行う。 

（３）委託先事業者にかかる情報の保護 

 本事業において、申請受付、審査、及び市民からの問い合わせ対応等について外部委

託するに際し、個人情報の保護並びに情報セキュリティポリシー等の順守を定めた委託

契約約款に基づき、パスワードによる管理やデータ漏洩防止措置を施すなど、厳格に管

理させる。 
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【参考】支給対象者について 
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○事務の流れ図

振込み

総合支援資金の再貸付者情報（不承認含む）

氏名、氏名カナ、郵便番号、住所、生年月日、単身or二人以上、貸付決定日、貸付月

兵 庫 県 社 会 福 祉 協 議 会
受 託 事 業 者

神 戸 市

住記個人番号

住記世帯番号

世帯員人数

氏名

氏名カナ

AL氏名

AL氏名カナ

通称名

通称名カナ

生年月日

郵便番号

住所

住記個人番号

個人状態区分

[行財政局 住民課]

[福祉局 保護課]

[福祉局 くらし支援課]

金 融 機 関 受 給 者

収集

【７条】

利用

【９条】

利用

【９条】

紙資料

データ提供

郵送申請

の場合

勧奨通知

紙文書

TSL/SSL通信

庁内ネットワーク

生活保護システム

住民基本台帳システム

電子申請の場合

(Grafferスマート

申請サービス)

事務処理用PC

全庁ファイルサーバ

決定通知書
紙文書

紙文書

USB

(暗号化)

電子メール

（暗号化）

USB

(暗号化)

USB

(暗号化)

電子メール

（暗号化）

FW

TSL/SSL通信

および

コンピュータウイル

ス対策ソフトウェア

が導入されたパソ

コン

※委託事業者については、システム及び運用上、

当市の情報セキュリティポリシー等を遵守させてい

る
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